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各課からのお知らせ

令和５年８月および９月　神埼市補正予算令和５年８月および９月　神埼市補正予算

令和６年４月から粗大ごみなどの直接搬入先が変わります令和６年４月から粗大ごみなどの直接搬入先が変わります

◎問い合わせ　財政課　財政係　☎37-0101

◎問い合わせ　生活環境推進課　生活環境係　☎37-0112

　これまで、神埼市、吉野ヶ里町および佐賀市（三瀬
村、諸富町）の３市町は脊振広域クリーンセンターで
ごみの共同処理をしてきましたが、令和６年４月から
は、鳥栖市、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、神埼市
の５市町で、新たに広域化したごみの共同処理に移行
します。
　ごみ処理の広域化に伴い、粗大ごみ等の直接搬入先
が変更になります。

ごみ処理施設への粗大ごみ等の直接持ち込み先
・令和６年３月末まで
　①脊振広域クリーンセンター

・令和６年４月から
　②鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ
　　住所：みやき町簑原4432-1

※直接搬入できるごみの種類や料金、搬入経路などの
詳細については、決まり次第市報などでお知らせし
ます。

※地元のごみ集積所に出している燃えるごみと、拠点
収集している資源ごみ等の出し方は変わりません。

※令和６年４月以降は処理場（焼却処理場・リサイク
ルプラザ）への生ごみや厨芥類などの燃えるごみは、
直接搬入ができなくなります。指定の燃えるごみ袋
で出してください。

　８月臨時議会では、7月豪雨による被害の復旧事業など５億5,077万６千円の増額、９月定例議会では、神
埼市まちの魅力ＰＲ事業など５億3,723万６千円の増額の補正予算が議決され、一般会計歳入歳出予算の総額
は222億9,077万１千円となりました。主な事業については次のとおりです。

事業名 予算額 事業内容 対象 実施時期 担当課

神埼市まちの魅力
ＰＲ事業 1,760万円 神埼市の観光プロモーションを展開

し、認知度の向上および誘客を図る。 － 令和6年1月頃
からPR開始

ふるさと納税
推進室
☎37-0153

私立保育園等食材
費支援事業 1,051万4千円

給食を提供する市内の私立保育園、
認定こども園において、物価高騰に
影響されることなく安定した給食を
提供するために必要な食材費用の一
部補助を行う。

市内の私立保育
園および認定こ
ども園

令和5年4月～
令和6年3月分

こども家庭課
☎37-3873

神埼市礼儀・作法
ハンドブック印刷
製本費

621万円

児童・生徒が礼儀・作法を早期に定
着できるよう「神埼市礼儀・作法ハ
ンドブック」を製作、活用し、小・
中学校教育における「確かな学力」
を身につけるための素地を育成する。

市内の小・中学生 令和6年1月配
布予定

学校教育課
☎37-3592

補正予算に計上された主な事業

▼ごみ処理施設の位置図
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「おゆずり会」を開催します　～育児用品などをおゆずりします～「おゆずり会」を開催します　～育児用品などをおゆずりします～

令和６年度　保育園等入園児募集令和６年度　保育園等入園児募集

◎問い合わせ　健康増進課　母子保健係　☎51-1234

◎問い合わせ　こども家庭課　保育園・認定こども園係　☎37-3873

　子ども服や育児用品などを無償でおゆずりします。
●とき　11月12日(日)　10時～（なくなり次第終了）
※大型品（ベビーカーなど）は抽選になります。抽選券は10時から配付します。
●ところ　千代田町保健センター
　　　　　（駐車場混雑時は、千代田交流センター駐車場をご利用ください。）

【おゆずり会へ提供していただける物品の受付】
●受付期間　11月5日（日）～11月10日（金）まで　●受付時間　10時～ 16時
●持ち込み先　千代田町保健センター
●受け付けられないもの　シミ・汚れのあるもの、下着類、食べ物、ぬいぐるみなど
●持込の注意点
・組み立てが必要なものは、部品が揃っていることをご確認ください（ベビーベッドなど）
・哺乳瓶、搾乳器などは未使用のもの　・絵本は、月刊誌や雑誌以外もの

●受付期間　11月１日（水）～ 12月13日（水）
　※土日、祝日を除く
　※４～６月入園希望者が対象
　※７月以降の入園を希望する場合は、入園希望月の

２カ月前から１カ月間が受付期間となります。
●対象年齢　生後６カ月～就学前
●入園要件
　保護者が就労・出産・病気・求職活動等により家庭
保育ができない場合。
●申し込みに必要な書類
・入園申込書
・家庭保育ができないことを証明する書類（就労証明

書、母子健康手帳の写し、診断書など）
・本人確認書類（運転免許証など）
・個人番号（マイナンバー）が確認できるもの（市外

在住者のみ）

●保育料（３歳未満児）
　保護者の市民税額に応じて決定します。
※３歳以上児については、保育料は無償ですが、副食

費の負担があります。（保護者の市民税額に応じて
免除される場合があります）

※別途、園により教材費等が必要な場合があります。
●注意事項
　必ず入園を希望する園を見学の上お申し込み下さ
い。申込書は市HPからもダウンロードできます。

対象 申請書配布・提出場所

・新入園児　・転園児 ・こども家庭課
・各支所総合窓口課

市内保育園等の在園児
（継続利用希望の場合） 在園する保育園等

各課からのお知らせ

市内保育園・認定こども園入学見学会のご案内
市　　立 日　　　時 電話番号 私　　立 日　　　　時 電話番号

仁比山保育園 10/21（土）10：00 ～
11/  1（水）10：00 ～ ☎52-2952 神埼保育園

（要予約） 園まで
お問い合わせください

☎52-3632

西郷保育園 10/31（火）10：00 ～
11/  4（土）    9：30 ～ ☎53-4881 ちとせ保育園

（要予約） ☎34-6450

ちよだ保育園 11/  2（木）10：00 ～
11/  4（土）11：00 ～ ☎44-6941

サールナート
こども園

（要予約）

第２回 10/  6（金）10：00 ～
第３回 10/14（土）10：00 ～
第４回 11月未定（HPにてお知らせ）
※各回定員15人

☎44-3144

せふり保育園 随時対応（要予約） ☎51-9051 神埼こども園
（要予約）

10/25（水）10：00 ～
10/26（木）10：00 ～ ☎53-4500

神埼双葉園 園までお問い合わせください ☎52-3609
小桜こども園
（要予約）

10/28（土）10：00 ～
11/18（土）10：00 ～ ☎52-3345
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各課からのお知らせ

高齢者のインフルエンザ予防接種が始まります高齢者のインフルエンザ予防接種が始まります

65歳以上の介護保険料減免のお知らせ65歳以上の介護保険料減免のお知らせ

◎問い合わせ　健康増進課　母子保健係　☎51-1234

◎問い合わせ　佐賀中部広域連合　業務課　☎40-1135　高齢障がい課　地域支援係　☎37-0111

　10月１日から、高齢者のインフルエンザ予防接種
が開始されました。希望者は、早めに接種しましょう。
●実施期間（医療機関の診療日のみ）
　令和６年１月31日（水）まで
●対象者　
　接種日に、神埼市に住民票があり、次の①・②のい
ずれかに該当する人
①65歳以上の人
②60歳～ 65歳未満で、心臓や腎臓、呼吸器の機能

またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に、
身体障害者手帳１級程度の障がいを有する人

　（医療機関窓口にて手帳の提示が必要です。）
●接種回数　１回
●接種費用　1,200円
※医療機関の窓口でお支払いください。
※生活保護世帯の人は、福祉課または各支所総合窓口

課で発行する証明書を、医療機関へ提出すると自己
負担はありません。

●持参する物　
　本人確認ができるもの（健康保険証など）
※接種後に医療機関で受け取った予防接種済証は、予

防接種を受けたことの証明として保管ください。
●実施場所　県内の実施医療機関　
※まずはかかりつけ医にご相談ください。
※長期入院など特別な事情により、県外で接種を希望

する人は、接種前にご相談ください。

　次の条件に当てはまる人は、介護保険料が減免され
る場合があります。
◆災害で損害を受けられた人
・損害割合が10分の３以上であること
・令和４年中の世帯の合計所得金額の合算額が

1,000万円以下であること
◆失業（定年退職・自己都合退職を除く）や長期入院

等で収入が著しく減少した人
・令和５年の世帯の合計所得金額の合算額の見積額が

令和４年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分
の５以下であること

・令和４年中の世帯の合計所得金額の合算額が1,000
万円以下であること

◆低所得者で生活に困窮されている人
　次の要件をすべて満たしている人
・令和５年度の介護保険料段階が第２段階または第３

段階であること
・世帯の令和４年中の年間収入額が88万円以下であ

ること（世帯員がひとり増えるごとに41万円加算）
・住民税課税者と生計を共にしていないこと
・住民税課税者である親族等に扶養（税・医療）を受

けていないこと
・世帯全員の預貯金が180万円以下であること（預

貯金には、生命保険の返戻金等も含む）
・世帯全員が所有する不動産（自己居住用及び生計維

持のためのものを除く）を活用しても生活に困窮し
ていること

◆申請方法
　申請内容によって提出する書類が異なるため、佐賀
中部広域連合へ事前にお問い合わせください。

有
料
広
告

有
料
広
告

【参考】市内の実施医療機関（五十音順）
医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号

神
埼
町

おおつぼ内科医院 52-3130
千
代
田
町

古賀内科 44-2311
神埼クリニック 53-1818 中下医院 44-2488
神埼病院 52-3145 福嶋内科医院 44-2141
栗並医院 52-2977 南医院 44-2777
ごんどう耳鼻咽喉科 55-7001 和田医院 44-2046
しらいし内科 52-3848

脊
振
町

国民健康保険 
脊振診療所 59-2321

中尾胃腸科医院 52-3295
橋本病院 52-2022
久和会和田医院 52-2021
和田記念病院 52-5521
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レディース検診のお知らせレディース検診のお知らせ

かかりつけ薬局・薬剤師を持ちましょうかかりつけ薬局・薬剤師を持ちましょう

◎予約・問い合わせ　健康増進課　健康増進係　☎51-1234

◎問い合わせ　　市民課　後期高齢年金係　☎37-0115　佐賀県後期高齢者医療広域連合　☎64-8476
　　　　　　　　一般社団法人　佐賀県薬剤師会　☎23-8931

各課からのお知らせ

　10月にレディース検診を実施します。現在予約受付中です。
●持っていくもの　自己負担金、バスタオル（乳がん、子宮頸がん検診を受ける人）
　　　　　　　　　受診票・受診券・健康保険証（特定健診・後期高齢者健診を受ける人）

『かかりつけ薬局・薬剤師』を決めていますか？
　かかりつけ薬局は「普段利用している相談しやすい
薬局」、かかりつけ薬剤師は「普段利用している薬局
の中で何でも相談しやすい・話しやすい薬剤師」です。

『かかりつけ薬局・薬剤師』を決めておくと
　ひとつの薬局でいつも同じ薬剤師が管理することが
できます。そのため、複数の医療機関から同じお薬が
出されることを防ぎ、飲み合わせのチェックをするこ
とができます。また、飲み残しや副作用の確認も行い
ます。

『かかりつけ薬局』に私が飲んでいるお薬は置いているの？
　お薬はたくさんの種類があり、在庫がないこともあ
ります。まだ患者さんに手持ちのお薬があるようなら、
翌日以降、揃った時点でお薬をお渡しすることが可能
です。また、飲まれているお薬を事前に薬局へ伝えて
おくことで、次の受診日までにお薬を揃えておくこと
ができます。

『かかりつけ薬局・薬剤師』で健康相談も
　「サプリや市販薬と、今飲んでいる処方薬の飲み合
わせや治療中の病気と問題ないか心配」「健康診断の
結果の見方がわからない」、そんな時も、ぜひ『かか
りつけ薬局・薬剤師』に相談してください。

「お薬手帳」が『かかりつけ薬局』と医療機関との橋渡しに
　入院していた時に使ったお薬や、服薬指導の情報な
どをお薬手帳に記載してもらえます。退院後も「お薬
手帳」でかかりつけ医・かかりつけ薬局が円滑に連携
することができます。
　医療機関や他の薬局と円滑な連携が行えるように、

「お薬手帳」に『かかりつけ薬局』の名称を記入して
おきましょう。

▲予約ＱＲコード

予約方法　①ＷＥＢで予約（右上のＱＲから）　 受付時間：24時間
　　　　　②電話または健康増進課窓口　　　　受付時間：８時30分～ 17時15分（土日、祝日を除く）
　　　　　※空き状況はＷＥＢまたは健康増進課にてご確認ください。

●健診項目、日程、会場など

健　診　日　 会　　　場 受付時間
大腸がん 
40歳以上 
500円

※子宮頸がん 
20歳以上 
500円

乳がん 
40歳以上 

40歳代1,000円 
50歳以上500円

骨粗しょう症 
40・45・50 

55・60・65・70歳 
500円

健康診査 
若年：400円 

特定：1,000円 
後期高齢者：無料

10月13日(金) 脊振交流センター 8：30～11：00 ○ ○ ○
10月14日(土)

千代田町
保健センター

8：30～11：00 ○ ○ ○ ○
10月16日(月) 8：30～11：00 ○ ○ ○
10月17日(火) 8：30～11：00 ○ ○ ○

   〃 　夜間 16：30～19：00 ○ ○ ○
10月18日(水) 8：30～11：00 ○ ○ ○ ○
10月20日(金)

神埼町 
保健センター

（中央交流センター）

8：30～11：00 ○ ○ ○ ○
   〃 　夜間 16：30～19：00 ○ ○ ○ ○

10月21日(土) 8：30～11：00 ○ ○ ○ ○
10月22日(日) 8：30～11：00 ○ ○ ○
10月23日(月) 8：30～11：00 ○ ○ ○
10月24日(火) 8：30～11：00 ○ ○ ○ ○
※30歳～ 44歳の人はHPV（ヒトパピローマウイルス）検査を無料で追加
●予約時に受付時間を指定してください。

①8:30 ～ 9:00　②9:00 ～ 9:30　③9:30 ～ 10:00　④10:00 ～ 10:30　⑤10:30 ～ 11:00　　
⑥16:30 ～ 17:00　⑦17:00 ～ 17:30　⑧17:30 ～ 18:00　⑨18:00 ～ 18:30　⑩18:30 ～ 19:00

ご自分やご家族の健康のためにも、“何でも相談で
きる”『かかりつけ薬局・薬剤師』を持ちましょう。
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各課からのお知らせ

年金生活者支援給付金制度について年金生活者支援給付金制度について

日本語教室ボランティアの養成講座を行います！日本語教室ボランティアの養成講座を行います！

◎問い合わせ　市民課　後期高齢年金係　☎37-0115　佐賀年金事務所　お客様相談室　☎31-4191

◎申込・問い合わせ　企画課　企画係　☎37-0102

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその
他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支
援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。

◆対象者（以下の要件をすべて満たしている必要があります）

◎老齢基礎年金を受給している人
・65歳以上
・世帯員全員の市民税が非課税
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万

円以下
◎障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
・前年の所得額が「約472万円＋扶養親族の数×38

万円」以下

　県内に住む外国籍住民と市民交流の拠点となる日本
語教室を開催しています。
　教室では市民がボランティアとして、外国籍住民を
サポートしています。今回はそのボランティア活動に
ついて学ぶ「ボランティア養成講座」を行います。
　講座では「やさしい日本語」や多文化共生について
学ぶことができます。日本語教室や多文化共生に関心
のある人はぜひご参加ください。
　なお本講座は吉野ヶ里町と連携し、両市町で開催し
ます。内容はどちらも同じですので、ご都合の良い方
にお申し込みください。
●日時・場所
　①11月３日 （金・祝)　10時～ 11時30分
　　神埼市役所　１階　多目的会議室
　　(先着30人程度）

　②11月19日 (日)　13時30分～ 15時
　　吉野ヶ里町中央公民館　2階　学習室
　　（先着20人程度）

●参加費　無料
●応募方法　電話またはメール受付
　メール：soumu-02@city.kanzaki.lg.jp
●応募締切　10月27日（金）

◆請求手続き
①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける人
　対象者には、９月より日本年金機構から簡易な請求
書（はがき型）を順次発送しています。記入の上、提
出してください。　
　原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象と
なりますので、速やかな請求手続きをお願いします。
②年金を受給しはじめる人
　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市民課
で請求手続きをしてください。

◆請求でお困りになった場合
　「給付金専用ダイヤル」をご利用ください。
　☎0570-05-4092（ナビダイヤル）

②の日程を希望される場合は、吉野ヶ里町役場財
政協働課までお申し込みください。
☎：0952-37-0331
✉：zaiseikyodo@town.yoshinogari.lg.jp

有
料
広
告

有
料
広
告
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各課からのお知らせ

コミュニティ助成事業で整備しましたコミュニティ助成事業で整備しました

市内を走る公共交通が、今おトクです！市内を走る公共交通が、今おトクです！

神埼市巡回バスおよび予約型乗合タクシー神埼市巡回バスおよび予約型乗合タクシー
（NORARU）バス停位置の変更について（NORARU）バス停位置の変更について

困ったら一人で悩まず行政相談困ったら一人で悩まず行政相談

◎問い合わせ　企画課　企画係　☎37-0102

◎問い合わせ　企画課　企画係　☎37-0102

◎問い合わせ　企画課　企画係　☎37-0102

◎問い合わせ　総務課　秘書広報係　☎37-0088

　令和５年度のコミュニティ助成事業で採択を受けている団体で、助成事業が
完了しました。

◎嘉納自治会・コミュニティ活動備品の整備
　(一般コミュニティ助成事業)

　(一財)自治総合センターが宝くじの助成金で、コミュニティ活動の助成を行
っています。コミュニティの健全な発展を図り、宝くじの社会貢献広報事業を
行うことを目的としています。

　市内を走る『神埼市巡回バス』および『予約型乗
合タクシー NORARU(のらる)』の利用促進の一環
として、10月から巡回バス利用時に使用できる回数
券を「期間限定」で大幅な値下げを行いました。また、
NORARUについては新たに回数券を作成しました。
　それぞれの回数券は神埼市巡回バス・予約型乗合タ
クシー車内で購入できます。20枚販売のほかに、お
試しで利用しやすい４枚販売もあります。
　この機会に、市内公共交通を利用してみませんか？
　また、神埼市巡回バス・予約型乗合タクシーの利用
方法について『出前講座』を行っています。
　ご相談があった場合、地元の集会や団体の活動など
の機会に合わせて神埼市巡回バス・予約型乗合タクシー
の利用方法などについてご説明をさせていただきます。
　ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合
わせください。

　『神埼市巡回バス』および『予約型乗合タクシー
NORARU（のらる）』の、バス停の廃止および新設を
行いました。

●廃止バス停　ショッピングセンターサピエ
●新設バス停　本堀(旧ショッピングセンターサピエ前)
　　　　　　　(本堀交差点より南側220m付近)

10月16日から22日は行政相談週間です
　登記、道路、年金、福祉など毎日の暮らしの中で、
国などの行政についての苦情や意見・要望はありませ
んか？総務大臣に委嘱された、次の行政相談委員が相
談に応じます。　
　相談は無料で、秘密厳守します。お気軽にご相談く
ださい。（10月の相談日はP16をご覧ください）
●行政相談委員（敬称略）
・甲斐 聴助（神埼町）・佐藤 広（千代田町）・真島 満（脊振町）

■回数券について
●券種
・神埼市巡回バス 100円券20枚 ￥1,000
 （1,000円おトク！）
　　　　　　　　　　　100円券4枚　￥200
 ( 200円おトク！ )
・予約型乗合タクシー　150円券20枚　￥2,000
　NORARU（のらる） （1,000円おトク！）
　　　　　　　　　　　150円券　4枚　￥400
 　( 200円おトク！ )
●使用期限　令和５年10月１日～令和６年９月30日
●払い戻し期限　令和７年３月31日
●販売場所　　「神埼市巡回バス」および「予約型乗
　　　　　　　合タクシー NORARU」車内

有
料
広
告

有
料
広
告
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神埼市神埼町本堀 3258番地 1
シャトーエスT－２

（ローソン神埼本堀店　北隣）
 ☎　　0952－53－5105
FAX　 0952－53－2713

相続･売買･贈与などの不動産登記　商業・法人登記
その他，何でもお気軽にご相談ください

各課からのお知らせ

浄化槽使用のお願い浄化槽使用のお願い

ごみを減らし「５つのＲ」を目指そうごみを減らし「５つのＲ」を目指そう

みんなで参加しよう！みんなで参加しよう！10月22日（日）は秋のクリーン作戦です！10月22日（日）は秋のクリーン作戦です！

◎問い合わせ　下水道課　管理係　☎37-0105

◎問い合わせ　生活環境推進課　生活環境係　☎37-0112　

◎問い合わせ　生活環境推進課　生活環境係　☎37-0112

　毎年、10月１日は「浄化槽の日」です。この日は、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が昭和60
年10月１日に全面施行されたのを記念して、昭和62年に設けられた記念日です。この日をきっかけとし、ご家
庭の生活排水について考えてみましょう。
浄化槽は正しく使いましょう
●トイレの洗浄水は十分な量を流す。　　　　●便器の清掃には、洗剤を使いすぎない。
●台所から天ぷら油や野菜くずを流さない。　●浄化槽の電源は切らない。
●マンホールの上に物は置かず、蓋はきちんと閉めておく。
※市が事業主体となって、皆さんのお宅に浄化槽を設置する事業を行っています。
　浄化槽未設置のご家庭におかれましては、設置の検討をお願いします。

　10月は、環境省が定める「３Ｒ推進月間」です。
ごみを減らす取り組みとして、全国的に３Ｒを推進し
ています。
　３つのＲに取り組むことでごみを限りなく少なく
し、ごみの焼却や埋立処分による環境への負荷を極力
減らすことと、限りある地球の資源を有効に繰り返し
使う社会（循環型社会）をつくろうとするものです。
　この機会に限りある資源の大切さを改めて認識し、
環境にやさしい無駄のない暮らしにご協力下さい。
　市では３Ｒに２Ｒを加えた５Ｒを推奨しています。

　10月22日（日）を基準日として、市内各地区で環境美化活動「秋のクリーン作戦」を実施します。
　神埼町・千代田町の一部では、併せて「筑後川・矢部川河川美化（ノーポイ）運動」が行われますので、積極
的な参加とご協力をお願いします。
　なお、地区によっては、実施日が変更となる場合があるため、地区の案内などをご確認ください。

■５つのＲ
①Reduce（リデュース）　「減らす」
　ごみになる物を減らす。
　買い物は必要な量だけを買う。
②Reuse（リユース）　　「繰り返し使う」
　自分が不要になったものを、必要としている人に譲る。
③Recycle（リサイクル）　「再生利用」
　新聞、雑誌、雑紙、段ボール、ビン、白色トレイ、
ペットボトルなどを資源として再生利用。
④Refuse（リフューズ）　「断る」
　ごみの発生源になるものは勧められても受け取らない。
⑤Repair（リペア）　「直す」
　洋服や雑貨、家具など壊れても、直せるものは修理
して使う。

有
料
広
告

家屋の取り壊しは届出を！家屋の取り壊しは届出を！
◎問い合わせ　税務課　資産税係　☎37-0114

　固定資産税は、毎年１月１日に土地･家屋･償却資産
を所有している人や事業所に課税されます。
　家屋（居宅・倉庫・物置・事務所など）を取り壊した場合
や住宅用地の利用状況に変更があった場合は、必ず届
出をしてください。
※建物の滅失登記をされている場合は、届出の必要は

ありません。
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青 少 年 育 成 だ よ り ◎問い合わせ　神埼市青少年育成市民会議
　　　　　　　☎37-3593

　8月23日、「第３回神埼市中学生サミット会議」を開催しました。
　最初に市長から「これからの神埼市をみんなで創る」というテーマ
で講話があり、市の現状と課題、主な施策などの具体的な話に、生徒
たちは熱心に耳を傾けていました。
　次に、グループに分かれての協議です。今回、生徒たちは事前に

「第２次神埼市総合計画後期基本計画（概要版）」に目を通しています。
その中で興味・関心のある内容をアンケート調査したうえで、グルー
プを編成しました。「高齢者・障がい者福祉」「子育て支援」「健康・
食育・スポーツ」「商業・交通」「防災・防犯・交通安全」「空き家対策・定住促進」「教育・歴史・文化」「観光・
特産・農業」の８つのグループです。さらに、市に対して事前に質問事項を出してもらいました。関係する各課
の担当者は回答をしっかり準備して協議に出席しました。まさに市全体で中学生と話し合いをした形です。生徒
たちは真剣に質問をしたり、回答にうなずいたりしながら、市政に対して理解を深めていました。新たな疑問を
ぶつけたり、アイデアを出したりしながら市の担当者とも次第に打ち解け、あっという間に時間が過ぎました。
　生徒からは「詳しく教えてもらって、神埼市が市民のためにいろいろな取り組みをしているのが分かった」「神
埼市がもっと盛り上がるように自分にできることから始めたい」など頼もしい感想が寄せられました。

◆第３回神埼市中学生サミット会議を開催

下村湖人ゆかりの地探訪会「下村湖人と葉隠」　参加者募集下村湖人ゆかりの地探訪会「下村湖人と葉隠」　参加者募集
◎申込・問い合わせ　下村湖人生家　☎44-5167　社会教育課　社会教育係　☎37-3593

　「次郎物語」の著者である下村湖人ゆかりの地をバ
スで巡り、湖人の生き方や考え方に触れる探訪会を開
催します。
　今回は佐賀市内の「葉隠」にまつわる場所を巡ります。
●と　　き　11月５日（日）　13時～ 16時
　　　　　　（受付：12時30分～）
●集合場所　千代田交流センター玄関前
●対　　象　18歳以上
●募集人数　20人（先着順）
●持参するもの　水筒、筆記用具
●参 加 費　無料

●申込方法
　10月29日（日）までに下村湖人生家へ電話（月曜
休館）

◀
探
訪
会
の
よ
う
す

第23回神埼市子どもまつり
～神埼市の未来を担う子どもたちに、あそびと文化を！～

●内　容　マジックショー、バルーンの係留飛行体験、スライム作り、ヨーヨーつり、
工作、昔遊び、科学実験、ニュースポーツ、飲食コーナー、パトカー・消
防車・自衛隊車両の展示など、楽しいイベントが盛りだくさん！

●会　場　神埼市中央公民館、神埼中央公園体育館ほか
●駐車場　神埼市役所、神埼市中央公民館、神埼中学校ほか
※神埼市子どもまつりは、ボランティアの皆さんの協力で運営しています。

わくわくポケットくん

 景品が当たるスタン景品が当たるスタン
プラリーもあるよ！プラリーもあるよ！

10月22日（日）
10時～ 15時

オープニング　9時30分～

◎問い合わせ　
　子どもまつり実行委員会事務局　☎37-3593
　（神埼市教育委員会　社会教育課内）
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くらしの相談（行政書士会）
13日（金）10：00 ～ 12：00
場所：千代田交流センター　
千代田支所　総合窓口課　☎44-2111
16日（月）13：00 ～ 16：00
場所：市役所２階共用会議室（合同相談）
総務課　秘書広報係　☎37-0088

行政・人権相談（行政相談員・人権擁護委員）
16日（月）13：00 ～ 16：00
場所：市役所２階共用会議室（合同相談）
総務課　秘書広報係　☎37-0088
17日（火）13：00 ～ 16：00
場所：千代田交流センター
千代田支所　総合窓口課　☎44-2111
20日（金）９：00 ～ 12：00
場所：脊振交流センター
脊振支所　総合窓口課　☎59-2111

司法書士無料相談 ※要予約（定員４人）
19日（木）10：00 ～ 12：00

（１人30分）　
場所：市役所３階共用会議室
※受付締切10月16日（月）
総務課　秘書広報係　☎37-0088

家庭児童・母子父子自立支援・DV相談
毎週月～金曜日　※祝日を除く
9：00～12：00、13：00～16：00
場所：市役所　こども家庭課
こども家庭課　子育て支援係　☎37-3873

もの忘れ相談 ※要予約（定員３人）
15：00～17：00　（１人40分）
13日（金）市役所
※受付締切は当日の11：00
高齢障がい課（おたっしゃ本舗神埼）
☎37-0111
※すでに専門医を受診済みの人や認
　知症等で治療中の人は除く

いじめ・体罰・悩み等電話相談
毎週月・木曜日※祝日を除く
8：30 ～ 17：15　 
☎52-5622（相談専用電話）

いじめ・体罰・悩み等相談窓口
毎週月～金曜日※祝日を除く
8：30 ～ 17：15　
場所：市役所　学校教育課
学校教育課　教育指導係
☎37-3592

生活や仕事の悩みに関する相談 
※要予約
10：00 ～ 12：00　 
 ４日（水） 市役所 福祉課
11日（水）脊振交流センター
18日（水）千代田交流センター
神埼市生活自立支援センター
☎97-6730

2023／令和５年

10月

✚休日在宅当番医
診療時間：9：00～17：00

10/1
・みつます耳鼻咽喉科（耳・アレ）
　☎53-8820
・和田記念病院（内・胃・小）
　☎52-5521

10/8
・最所医院（内・胃・呼）
　☎52-2452
・たけうち小児科（小）
　☎52-2524

10/9
・みねこ皮ふ科クリニック（皮・アレ）
　☎51-1655
・山田こどもクリニック（小）
　☎55-6566

10/15
・小森医院（小・内）
　☎52-1136
・神埼病院（外・整外・胃）
　☎52-3145

10/22
・ひらまつふれあいクリニック（内・胃）
　☎51-1110
・福嶋内科医院（内・小）
　☎44-2141

10/29
・西谷クリニック（内）
　☎52-3139
・橋本病院（外・内・胃・整外）
　☎52-2022

11/3
・松本医院（内・小）
　☎52-4185
・しらいし内科（内・循）
　☎52-3848

11/5
・中尾胃腸科医院（外・整外・胃・内）
　☎52-3295
・南医院（外・胃・整外）
　☎44-2777

✚休日歯科診療
神埼地区歯科医師会も輪番制で
担当しています。
9：30 ～ 16：00
佐賀市水ケ江一丁目12番11号

（佐賀市医師会立看護専門学校ビル内）

●問 佐賀市休日歯科診療所
☎24-1426

★各種相談
身体障がい者相談 ※要予約（定員６人）
10日（火）10：00 ～ 12：00
場所：中央公民館２階和室研修室３
高齢障がい課　障がい者福祉係
☎37-0111

こころの健康相談 ※要予約（定員２人）
19日（木）13：30～、14：30～

（１人50分）
場所：千代田町保健センター
※場所の希望などは相談に応じます。
健康増進課　健康増進係
☎51-1234

消費生活相談
毎週火・金曜日※祝日を除く
9：00 ～ 15：00　　
場所：市役所２階相談室
商工観光課　☎37-0107
※佐賀県消費生活センターは毎日受付
　9：00～17：00　☎24-0999

妊娠・出産・子育てに関する相談
毎週月～金曜日※祝日を除く
9：00～12：00、13：00～16：00
場所：市役所　健康増進課
子育て世代包括支援センター

（健康増進課内）☎51-1234

い
じ
め
相
談

生
活
相
談

消
費
相
談

くらしのカレンダー

SUN 日 MON 月 TUE 火 WED 水 THU 木 FRI 金 SAT 土
１ ２ ３ 下村湖人生誕

　　　139年祭
４ ５

◆ひだまりの会（→P24）

６

◎すこやか子育て相談室

７

８ 神埼町民スポーツ大会
　　千代田町民スポーツ大会

９ スポーツの日 10

★身体障がい者相談
◎ことばの相談

11

◎乳幼児相談

12

◆ひだまりの会（→P24）

13

★くらしの相談〈千代田〉
★もの忘れ相談

14

15 16

★行政・人権相談、くらしの
相談合同相談日〈神埼〉

◎妊産婦サロン＆あかちゃん広場

17

★行政・人権相談〈千代田〉
◎３歳児健診

18 19

★司法書士無料相談
★こころの健康相談
◆ひだまりの会（→P24）

20

★行政・人権相談〈脊振〉

21

22 第23回神埼市子どもまつり
　 　（→P15）

23 24 25

◎１歳６カ月児健診

26

◆ひだまりの会（→P24）

27

◎３～４カ月児健診

28 第１回神埼市合同文化祭
　　 ステージ部門（29日まで）
　　 （→P30）

29 秋のクリーン作戦
　 　（→P14）

30 31 11/1 ２

◆ひだまりふら～っとDay
　（→P24）

３ ４

い
じ
め
相
談
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じ
め
相
談

い
じ
め
相
談

い
じ
め
相
談

消
費
相
談

消
費
相
談

消
費
相
談

消
費
相
談

消
費
相
談
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ひだまりの会  ※要予約
５日（木）・12日（木）・19日（木）・
26日（木）
10：00 ～ 11：30
対象
※ ５日：６カ月以上～１歳３カ月児
　12日：１歳４カ月以上～未就園児
　19日・26日：６カ月以上児
場所：千代田町保健センター
※予約は15日前～３日前まで

ひだまりふら～っとＤａｙ
11月２日（木）　10：00 ～ 12：30
対象：６カ月以上児
場所：千代田町保健センター
定員：30組程度
※来館前にお電話をお願いします

すこやか子育て相談室 
※要予約
６日（金）13：30 ～ 16：30
対象：妊産婦および０歳～就学前児
場所：神埼町保健センター

ことばの相談  ※要予約
10日（火）13：45 ～ 17：00
対象：１歳～就学前児
場所：神埼町保健センター

乳幼児相談  ※要予約
11日（水）※当日まで予約可能
10：00 ～ 11：30、13：00 ～ 14：00
対象：０歳～就学前児
場所：神埼町保健センター

妊産婦サロン＆あかちゃん広場
※要予約
16日（月） 受付：13：15～13：30
対象：妊産婦および１歳未満児
場所：神埼町保健センター

３歳児健診
17日（火） 受付：12：40～13：30
対象：令和２年１月生まれ
場所：神埼町保健センター

１歳６カ月児健診
25日（水） 受付：12：40～13：30
対象：令和４年２月生まれ
場所：神埼町保健センター

３～４カ月児健診
27日（金） 受付：12：40～13：30
対象：令和５年６月生まれ
場所：神埼町保健センター

♦子育て支援センター　☎44-4908 ◎こどもの健康　（健康増進課　母子保健係）☎51-1234

妊産婦サロン＆あかちゃん広場 
 ※要予約
６日（月）受付：13：15～13：30
対象：妊産婦および１歳未満児
場所：神埼町保健センター

ことばの相談  ※要予約
７日（火）13：45～17：00
対象：１歳～就学前児
場所：神埼町保健センター

乳幼児相談  ※要予約
８日（水）※当日まで予約可能
10：00～11：30、13：00～14：00
対象：０歳～就学前児
場所：神埼町保健センター

11月

※カレンダーの内容等を変更・中止する場合があります。問い合わせ先（☎）やホームページにてご確認く
ださい。

くらしのカレンダー

SUN 日 MON 月 TUE 火 WED 水 THU 木 FRI 金 SAT 土
１ ２ ３ 下村湖人生誕

　　　139年祭
４ ５

◆ひだまりの会（→P24）

６

◎すこやか子育て相談室

７

８ 神埼町民スポーツ大会
　　千代田町民スポーツ大会

９ スポーツの日 10

★身体障がい者相談
◎ことばの相談

11

◎乳幼児相談

12

◆ひだまりの会（→P24）

13

★くらしの相談〈千代田〉
★もの忘れ相談

14

15 16

★行政・人権相談、くらしの
相談合同相談日〈神埼〉

◎妊産婦サロン＆あかちゃん広場

17

★行政・人権相談〈千代田〉
◎３歳児健診

18 19

★司法書士無料相談
★こころの健康相談
◆ひだまりの会（→P24）

20

★行政・人権相談〈脊振〉

21

22 第23回神埼市子どもまつり
　 　（→P15）

23 24 25

◎１歳６カ月児健診

26

◆ひだまりの会（→P24）

27

◎３～４カ月児健診

28 第１回神埼市合同文化祭
　　 ステージ部門（29日まで）
　　 （→P30）

29 秋のクリーン作戦
　 　（→P14）

30 31 11/1 ２

◆ひだまりふら～っとDay
　（→P24）

３ ４
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め
相
談
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じ
め
相
談

い
じ
め
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談

い
じ
め
相
談

生
活
相
談
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活
相
談
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活
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談
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談

消
費
相
談
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有
料
広
告

有
料
広
告

行政トピックス

◎問い合わせ　総務課　総務係　☎37-0100

◎問い合わせ　企画課　企画係　☎37-0102

　８月30日、市は日本生命保険相互会社と『包括連携協定』を締結し
ました。県内では市町として１例目となり「健康増進・疾病予防に関す
ること」や「児童・青少年の健全育成に関すること」など８項目におい
て連携していきます。
　同社では、地域の課題解決に向け、地元自治体と連携を深めながら協
働の取り組みを進められており、今回の協定を受け、互いの連携を図り
ながら、よりよいまちづくりを進められます。
　調印式では、市長と志手隆之佐賀支社長がそれぞれ協定書にサインし、
市長は「お互いに遠慮なく課題を出し合い、双方のメリットを共有して
いけば、良い結果につながっていくものと考えます」と述べました。

　2019年以降、コロナ禍もありそれまで実施してきた相互訪問で
の交流は叶わなくなりましたが、学校間の交流は引き続き行われてい
ました。
　当初は小学校間のスカイプ交流でしたが、脊振中学校とボークール
市のサン・テグジュペリ中学校との間でも交流が始まりました。両校
間の交流は全て英語でやりとりを行い、日常生活やクラスの一日の様
子などを紹介しました。また、ビデオメッセージでの交流では詩や俳
句作品の交換などが行われました。
　そのほか、直接的な交流以外にも、ボークール市との親善友好を深
めるための取り組みとして、市民向けのフランス語講座の開催や、市
のイベント開催時に交流の展示紹介をしています。令和２年度には、
友好姉妹都市提携がきっかけで、在京都フランス総領事館からジュー
ル・イルマン総領事が神埼市を訪れ、市内にあるボークール市とゆか
りがある場所などを巡りました。総領事は、市とボークール市とのつ
ながりに思いを馳せ、終始感銘を受けられた様子でした。
　なお、今月15日から５日間、ボークール市代表団が神埼市を訪れ、
アンドレ・ジャピー氏遭難地訪問や学校訪問など、両市の友好を深め
るための行政交流や教育交流などが実施される予定です。

安心して暮らせるまちづくりを目指して　日本生命保険と連携

フランス・ボークール市　友好姉妹都市交流のあゆみ④

▲脊振中学校のスカイプ授業

▲市イベントでの交流の展示紹介

市と友好姉妹都市を盟約している、フランス・ボークール市と
の交流のあゆみについて、市民の皆さんにお知らせするコラム
を連載しています。
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各課からのお知らせ

「おひさまルーム」子育て相談会「おひさまルーム」子育て相談会
◎問い合わせ　西郷保育園　☎53-4881　仁比山保育園　☎52-2952　ちよだ保育園　☎44-6941　せふり保育園　☎51-9051

●とき　10月11日（水）
　受付：13時15分～ 13時30分 
　遊び・相談会：13時30分～ 15時

●ところ　
　神埼市中央交流センター　１階多目的室
　（神埼市役所本庁北側）

●対象者
　０歳児から就学前までのお子さんと保護者

●持参するもの
　水分補給用の飲み物・ハンカチかタオル

●内容
・エプロンシアター
・サーキット遊び（すべり台、トンネルくぐりなど）
・ふれあいあそび
　他にも遊びのコーナーを用意しています！

　保育士と一緒に遊びながら、子育てについてお話をしませんか？
　毎日の子育ての中で、お子さんの成長に関して保育士に聞いてみたいことなどありましたら、お気軽にお越し
ください。費用は無料です。

　例えば、育児で疲れてちょっと話を聞いてほ
しい、イヤイヤ期で困っている、言葉やお友達
との関わりが気になる、トイレトレーニングが
上手くいかないなど、気軽に話してみませんか？

　９月は「THE TARGETS」さんたちによるバン
ド演奏でした。

◎問い合わせ　神埼市中央公民館　☎53-2325

県民カレッジ対象
土曜の夜は、音楽でくつろぎませんか！　

♪参加者の感想♪
・懐かしい曲で、昔を思い出し、気分的に若返
りました。
・生演奏でとても素晴らしかった。
・市報を見て、初めて参加させて頂き、音楽・
歌を聞いて元気をもらいました。

※10月は中止し、11月から再開します。
※災害時における早期避難所として開設した場
合は延期させていただきます。

私
は
大
丈
夫
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

◎
問
い
合
わ
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商
工
観
光
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光
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‐
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０
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各課からのお知らせ

正式採用となりました！　正式採用となりました！　令和5年度新規採用職員を紹介します令和5年度新規採用職員を紹介します
◎問い合わせ　総務課　人事係　☎37-0100

　4月1日に入庁した令和５年度の新規採用職
員が、条件付採用期間を経て10月から正式採
用となりました。
　気持ちを新たに職務に臨む職員19人を、こ
れまで６カ月間勤務した感想や市職員としての
今後の抱負などとともに紹介します。

　趣味はピアノ演奏やお菓子づ
くりです。主な業務は、各種証
明書の発行や戸籍届書受付など
をしています。市民の皆さんと
接する機会が一番多い業務なの
で窓口でお待ちしております。

　今まで土木の事は一切触れた
ことがなく、入庁当初は全くわ
かりませんでした。しかし周り
の先輩方や市民の皆さんの助け
で、楽しく働けています。今後
は、もっと学び市民の皆さんに
頼られる職員になれるように努
めます。

　主に統計調査や国際交流関係
の業務に携わっています。市民
の皆さんとは、毎月開催してい
る日本語教室で接することが多
いかと思います。まだまだ不慣
れで先輩方の背中を追うばかり
ですが、これからも気を引き締
めて頑張ります。

　観光地や歴史文化について
日々学びながら業務に励んでい
ます。現在は「九年庵」秋の一
般公開へ向けて準備をしていま
す。有意義な時間にできるよう
頑張りますのでぜひ、足をお運
びください。

　市役所で６カ月働いて、行政は
市民の協力で成り立っていると
いうことを強く感じています。
　今後も市民の皆さんのご理解
とご協力が得られるように、知
識を増やし、より丁寧な対応が
できるように頑張りたいと思い
ます。

　窓口業務を担当しています。
まだ業務に慣れていないところ
も多々あるのですが、市民の皆
さんが優しく接してくださるの
で、いつも元気をもらっていま
す。今後もよろしくお願いしま
す。

　これまで社会経験をしたこと
がなかったため、電話対応や窓
口対応などができるのか不安で
した。しかし、一つ一つ実践し
て経験するうちに、できるよう
になりました。はじめの一歩は、
怖いかもしれませんが、踏み出
す大切さを学びました。

　幅広い時代の文化財が残って
いる神埼市に魅力を感じて、志
望しました。日々の業務でさま
ざまな文化財に携われることに
喜びを感じています。今後とも
よろしくお願いします。

　主に市内の発掘調査や、文化
財の維持管理、周知する仕事を
行っています。神埼市の歴史を、
市の発展に活用できるように努
めていきたいと思います。今後
ともよろしくお願いします。
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 私が神埼市職員を目指した動
機は、これまでの管理栄養士と
しての経験を通して市民の皆さ
んの健康に貢献したいと思った
からです。日々、新しいことを
覚えることで精一杯ですが、早
く仕事に慣れるよう努力してい
きたいです。

　先輩先生の皆さんに指導して
いただきながら、子どもたちと
楽しく、充実した毎日を過ごし
ています。市民・保護者の皆さ
ん、子どもたちに信頼してもら
える保育士になれるようにこれ
からも頑張っていきます。

　毎日子どもたちから元気と癒
しをもらい楽しく勤務していま
す。まだまだ分からない事ばか
りですが、先輩方に聞きながら
一つひとつこなしていき、子ど
もたちと過ごしていく中で自分
自身も成長出来るように頑張っ
ていきたいと思います。

　福祉課生活福祉係で、生活保
護に関する業務に取り組んでい
ます。地域の皆さんに寄り添い、
信頼される職員を目指して、精
一杯努力します。よろしくお願
いいたします。

　４月から新設されたこども家
庭課では、子育て支援・児童福
祉の充実を目指し、子育て施策
に取り組んでいます。毎日、優
しい先輩と明るい同期に恵ま
れ、楽しく仕事に取り組んでい
ます。気軽にご相談ください。

　不慣れな点はありますが、先
輩方の指導のもと日々業務に励
んでいます。市民の皆さんに「神
埼市で生活していてよかった」
と温かい気持ちになっていただ
けるよう、誠実な対応を心掛け
ています。

　市職員となったきっかけは２
つあります。１つ目は、これま
での経験を活かして働いてみた
いと思っていたこと。２つ目は、
神埼市の職員の皆さんへ好印象
を持っていたことです。目の前
のことや今できることに対し誠
実に取り組みます。

　社会福祉士として地域支援係
に配属されました。主に介護予
防支援事業、在宅生活支援とし
て配食サービス、緊急通報シス
テムを担当しています。地域住
民、団体と連携・協力し「住み
なれた地域で生活できるまちづ
くり」を目指していきます。

　妊娠期から出産・子育てと、
ご家族の大切な時期に関わらせ
ていただいています。「神埼市
で、安心して出産・子育てがで
きる」と思っていただけるよう、
先輩や市民の皆さんに教わりな
がら、頑張っている途中です。
よろしくお願いします。

　保健師としてはまだまだ未熟

ですが、日々成長できるよう皆

さんと一緒に健康の維持・増進

に努めていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。
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